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月～金（祝日除く） 午前9時～正午/午後0時45分～4時

Supplement Supplement

ネットで
1日10万円稼げるという
サイトに登録料を
払ってやってみたが、
全然もうからない。

スマホでお試しを
購入したつもりが
何回も商品が届く。
高額な定期コースに
なっていた。

パソコンで
アダルトサイトを
見ていたら突然、
｢登録完了｡9万円払え｣
という画面が出た。

賃貸アパートを
退去した。
修理代を請求
された。

｢無料で点検する｣と
訪問した業者と
排水管、床下、屋根などの
高額な工事を契約をした。

川西市 消費生活センターへご相談ください！

困ったときは

川西市 消費生活センター （市役所2階①番窓口）

☎072-740-1167
インターネット

相談受付

ほかにも、「消費者金融の返済が難しい」「製品から突然煙が出た」
「クリーニングから戻った衣服が変色していた」などのご相談も受付けています。

｢どんなものでも買い取る」
と電話があり、家に来てもらったら
売るつもりのなかった貴金属を
買い取られた。

 ※土・日・祝日は消費者ホットライン　 （局番なし）☎188

株式会社サイネックス
〒543-0001  大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3333(大代表)

株式会社サイネックス  大阪支店
〒543-0001  大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3350

※掲載している広告は、令和７年３月現在の情報です。

制 作・発 行

広 告 販 売

掲載されている広告内容については（株）サイネックスにお尋ねください。なお、内容や広告主については、川西市が推薦する
ものではありません。消費生活に関する相談は消費生活センター（上記)へ。

川西市

編 集 協 力

無断で複写、転載することはご遠慮ください。



わたしのエンディングノートの書き方について

わたしのこれまでの人生を振り返ること
これからの人生の指針を明確にしておくこと
わたしにもしものことがあった時に対応すべきこと
わたしにとって大切な人たちに伝えておきたいこと

　これらの項目について、自筆で書き記しておくことにより、自身の大切にしたいことや
必要なことが少しずつ整理されてくることでしょう。記入内容について、ご家族や友人など
大切な人と相談してみるのも、新しい発見ができて良いかもしれません。
　このノートが、あなたのこれからの人生を充実して過ごす一助となれば幸いです。

この冊子は、～相続で未来へ～わたしのエンディングノート（神戸地方法務局・
兵庫県司法書士会監修）の内容を一部編集して制作しています。

堅苦しく考えず、書きやすい項目から気楽に記入してください。
何度書き直しても大丈夫です。いつでも書き直すことができるよう鉛筆
で記入することをおすすめします。
よく分からない項目は、誰かと話し合ってみてください。
記入した後に改めて読み返してみて、修正してもいいでしょう。
このノートの存在と保管場所について、誰かに伝えておきましょう。
このノートの取り扱いに注意して、第三者が勝手に読むことができない
ように管理しましょう。
このノートは法的な効力を有しません。法的な効力を持たせたい場合は
遺言書（15ページ～参照）を作成してください。

わたしのエンディングノート 11



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

❶ わたし自身のこと
❷ 家族のこと
　家系図

3
5
6

❸ もしものときの連絡先
❹ 大切な人へのメッセージ

7
9

3 作成してみよう

これからの人生を
より明るく前向きに過ごすために

第１部

司法書士に聞いてみよう
法務局問合せ先

27
28

27 相談しよう第３部

❶ どのような財産を所有しているか調べてみましょう
❷ 相続～相続登記が義務化されました！～
❸ 遺言書と遺言書保管制度
❹ 法定相続情報証明制度～相続手続が簡単に！！～
❺ 知れば安心　あなたを支える制度
　 成年後見制度
　 家族信託
　 配偶者居住権と居住用不動産贈与の優遇措置

10
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21
23
23
25
26

10 わたしの財産

わたしのエンディングノートを作成してみよう

相続で未来へつなぐ  ～「争族」にならないために知って安心～

専門家に相談してみましょう

第２部
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10 わたしの財産

わたしのエンディングノートを作成してみよう

相続で未来へつなぐ  ～「争族」にならないために知って安心～

専門家に相談してみましょう

第２部
住　　所：〒

電話番号　自宅：

　　　　　携帯電話：

【大切な番号】

基礎年金番号：

生年月日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日生　　血液型：

本　　籍：〒

メールアドレス：

運転免許証：

個人番号カード
（マイナンバーカード）：

名　　前：
ふりがな

記入日：❶ わたし自身のこと

わたしのエンディングノートを作成してみよう
第１部　作成してみよう

わたしのエンディングノート 33

第
１
部　

作
成
し
て
み
よ
う

第
２
部　

わ
た
し
の
財
産

第
３
部　

相
談
し
よ
う



生まれたとき：

学生時代：

　小学校：

　中学校：

　高校：

　大学：

職歴など：

趣味・夢中になったもの：

思い出の旅先：

お世話になった人とのエピソード：

これまでの人生を漢字１字で表すと？：

【大人になってから】

�これまでのわたし（思い出）
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父：名前 連絡先

　思い出

母: 名前 連絡先

　思い出

夫・妻：名前 連絡先

　思い出

子ども：名前 連絡先

　思い出

子ども：名前 連絡先

　思い出

子ども：名前 連絡先

　思い出

犬 ・ 猫 ・ 鳥 ・ その他（ ）

名前　　　　　　　　　　　　　オス ・ メス   登録番号

かかりつけの動物病院

世話について

�ペットのこと〜わたしの大切な家族です〜

❷ 家族のこと
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父
祖
方
父

母
祖
方
父

父
祖
方
母

母
祖
方
母

《母方のおじ・おば》《父方のおじ・おば》

義父 義母

《私の兄弟》

《おい・めい》 《おい・めい》

《義理の兄弟》

《子と子の配偶者》

配偶者

孫 孫

父 母

子 子 子 子

※わかる範囲で書いてみましょう。
※自分の出生から現在までの
　戸籍を用意しておくと良いでしょう。

自分

�家系図
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祖
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義父 義母

《私の兄弟》

《おい・めい》 《おい・めい》

《義理の兄弟》

《子と子の配偶者》

配偶者

孫 孫

父 母

子 子 子 子

※わかる範囲で書いてみましょう。
※自分の出生から現在までの
　戸籍を用意しておくと良いでしょう。

自分

❸ もしものときの連絡先

□ 司法書士　　□ 弁護士　　□ 税理士
氏名： 電話番号：

事務所：

✿専門家に相談したいとき

● 介護の場所などの希望
□ 自宅で、お願いしたい　（□ 家族に　□ ヘルパーに　□ 両方に）
□ 自宅で、ヘルパーなどのプロにお願いしながら、家族と暮らしたい
□ 病院や施設に入りたい　　　□ すべて家族に判断を任せます
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●  介護について「してほしいこと」「してほしくないこと」、介護してくれる人に伝えたいこと

● わたしの介護について誰かが決めなくてはならない場合は

　　　　　　　　　さん　連絡先：

 の意見を尊重してください

✿介護が必要になった場合

● 病名・余命の告知について
□ ありのまま告知してほしい　
□ 告知しないでほしい
□ 家族＿＿＿＿＿＿の判断に任せます
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

●  延命治療・終末医療（痛みや苦痛の緩和）と
尊厳死について

□ できるだけ延命治療をしてほしい　
□  苦痛の緩和治療だけして延命治療はしない

でほしい
□ 家族＿＿＿＿＿の判断に任せます
□  尊厳死を希望する（書面がある場合、保管場

所など： ）

✿病気になったとき、入院したとき

「つながりノート」もご活用ください
　「つながりノート」は、住み慣れた地域で安心して暮らし続
けるため、必要な医療と介護サービスが切れ目なく提供さ
れるよう、本人・介護者と医療・介護専門職などの間で情報
共有と連携を促進するものです。
詳しくは
☎072-755-4100へ。

川西市・猪名川町在宅医療・介護連携支援センター
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◦  その他葬儀について伝えておきたいこと

◦ 葬儀の実施について
□ してほしい　□ してほしくない　□ しなくてよいが、するならお金をかけずに
□ 家族に判断を任せます　□ その他（ ）
◦ 葬儀の規模
□ 密葬　□ 家族葬　□ 一般葬　□ 社葬　□ 直葬（火葬）　□その他（ ）
◦ 葬儀の費用
□ 用意していない　□ わたしの預貯金を使ってほしい
◦ 葬儀の時に連絡してほしい人

�葬儀のこと

◦ 希望する埋葬方法
□ 先祖代々の墓に納骨してほしい　□ 新しい墓へ納骨してほしい
□ すでに購入している　□ 永代供養にしてほしい　□ 散骨　□ 樹木葬
□ 家族に判断を任せます　□ その他（ ）
◦ お墓の費用
□ 支払い済み　□ わたしの預貯金を使ってほしい
◦  その他、お墓について伝えておきたいこと（お墓のデザイン、墓碑銘など）

�お墓について

名前：　　　　　　　　　　連絡先：

名前：　　　　　　　　　　連絡先：

名前：　　　　　　　　　　連絡先：

名前：　　　　　　　　　　連絡先：
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❹ 大切な人へのメッセージ

To：

To：

To：

To：

To：

�家族、友人へ

�遺言書について
□ 作成していない→これから作成しようという方は14ページへ
□ 作成している→□ 自筆証書遺言　□ 公正証書遺言
作成日

保管場所

遺言執行者の氏名・連絡先
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❶ どのような財産を所有しているか調べてみましょう

相続で未来へつなぐ  〜「争族」にならないために知って安心〜
第2部　わたしの財産

自分がどのような財産を所有しているかを調べて、書き出してみましょう
�不動産の調べ方

�資料の確認（一例）

�相続をスムーズに進めるための準備

目的 必要な書類 請求先
土地・建物の名義人を知りたい □ 登記事項証明書

□ 公図、地積測量図
□  登記識別情報通知書  

（登記済証）

お近くの法務局
（28ページ参照）地番・家屋番号を知りたい

面積を知りたい

自分が所有している土地建物
を全て知りたい

□ 固定資産税の納税通知書 川西市内の土地建物については
川西市資産税課 ☎︎072-740-1133□ 固定資課税台帳、名寄帳

現状又は予定 必要なこと

・ 不動産の名義が亡くなった祖父母のままだ
・ 建物が登記されていない　　など 相続登記（相続登記の詳細は14・20ページへ）

・ 特定の財産を特定の人に残したい 遺言書を作成（遺言書の詳細は15ページへ）

・  死亡後のことは家族に任せるが、事務手続や
当面の管理者を指定しておきたい

信託契約や死後事務委任契約の締結
（家族信託については25ページへ）

・  相続させる不動産を売却する予定 登記簿の確認、隣地境界の確認

　不動産（土地・建物）については、ご自身がお持ちの登記識別情報（権利証）や法務局が発行する
登記事項証明書（登記簿謄本）のほか、市区町村から通知される固定資産税の納税通知書で確認で
きます。複数人で所有（共有）している場合は、自分の持分（所有割合）や誰と共有しているのかに
ついても把握しておきましょう。
　また、土地や建物を貸している場合や借りている場合は、契約書の有無、登記の有無についても
確認しましょう。
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　資料から書き写すのが面倒な場合は、取り寄せた資料をこのノートと一緒に保管しておくだけ
でも、あとからこのノートを利用して判断や手続をする人の助けになるでしょう。

�所有している不動産（土地・建物）を記載しましょう！

所在地 地番・
家屋番号

共有名義人
及び持分 現在の状況 どう処理

したいか

1

2

3

4

�貸し借りしている不動産はありますか？
所在地 地番・家屋番号 契約期間 契約書

貸主・借主の氏名 貸主・借主の住所 連絡先 保管場所

1
有・無

2
有・無

3
有・無

4
有・無

わたしのエンディングノート 1111

第
１
部　

作
成
し
て
み
よ
う

第
２
部　

わ
た
し
の
財
産

第
３
部　

相
談
し
よ
う



�他に資産はありますか？

預
貯
金

金融機関名 支店 口座番号 備考（金額等）

有
価
証
券・株
式
な
ど

銘柄 証券会社 番号 備考

生
命
保
険
等

保険会社 種類・内容 受取人 保備考（受取人等）

そ
の
他
借
入
れ
な
ど

種類・名称
（自動車・貴金属など） 内容 保管場所 備考
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　デジタルデータを整理することで、見られては困るデータを処理できます。
　「重要な情報の格納フォルダやアクセスの仕方」「データの処分方法」などについても、考えてお
きましょう。

�デジタルデータはありますか？

内容：　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　備考：

内容：　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　備考：

内容：　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　備考：

①携帯電話・パソコンのログイン情報など

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

②写真・動画・住所録などの保存データ

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

③メール、SNSなどの情報（各アカウント、ID、パスワード）

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

内容：　　　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　パスワード：　　　　　　　　

④ オンライン口座（銀行、株式、ＦＸ、仮想通貨など）  
有料サービス（音楽・動画配信、電子書籍など）の契約状況

※他人に見られると不正アクセスの可能性もありますので、管理には十分に注意してください。
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不動産の名義人

海外在住

行方不明？

認知症

面識がない人、
連絡の取れない人
が現れ話合いが
できない。
どうしよう…

時間がたつほど、相続人が増えて手続が難しく…！

�相続登記は必要です！
　土地や建物を所有していた方が亡くなられて相続が発生した場合、「相続による所有権の移転
の登記」を法務局に申請することになります。
　相続登記が義務化される法律が令和6年4月1日に施行されました。この新しい法律では登記を
怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。
　なにより申請をせずに放っておくと新たな相続が発生し、相続登記の手続がますます難しく
なってしまいます。

�相続登記をしないと、手続がどんどん複雑になります
◉相続人がどんどん増えて、話合いがうまく進まない。
◉書類収集の手間が増え、費用が高くなる。
◉相続人の中に面識がない人が現れ、協議に時間がかかる。
◉ 相続人の中に認知症になるなど判断能力が低下した人がいると、家庭裁判所に成年後見人の

選任申立てが、所在不明の人がいると、不在者財産管理人の選任申立てが必要になるケースが
生じる。

相続が発生したら、早めに相続人で話合い（遺産分割協議）を行って、話合いの結果を相続
登記に反映することが重要です。

❷ 相続　～相続登記が義務化されました！～
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　遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、その指定に法的効力を持たせ
るものです。法律にのっとって作成された遺言書の記載は、法定相続分のルールに優先します。そ
のため遺言書は、ご自身の財産をご家族へ確実に託し、相続をめぐる紛争を防止するための有用
な手段です。

�どちらにする？ 〜自筆証書遺言と公正証書遺言〜
　遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の３つの形式があります。このうち、自
筆証書遺言と公正証書遺言について、その違いを表に示しました。

❸ 遺言書と遺言書保管制度

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法
遺言者本人が全文・日付・氏名を自書
及び捺印する
※ 財産目録は、パソコンで作成したものでも可

遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授
し、公証人が書面にする

保管方法

遺言者本人の判断により、自宅で保管
又は法務局に預ける

原本は公証役場において厳重に保管さ
れる

家庭裁判所
の検認 必要 不要

メリット ・作成費用がかからない
・作成に手間がかからない

・無効な遺言書になりにくい
・紛失や改ざんのおそれがない

デメリット

・ 内容に不備があると無効になる可能
性がある

・ 自宅保管の場合、紛失や改ざんのお
それがある

・ 自宅保管の場合、相続人に発見され
ないことがある

・財産の価格に応じた手数料がかかる

法務局に預けた場合、
・長期間適正に保管します
・プライバシーを確保できます

法務局に預けた場合、
検認は不要です

法務局に預けた場合、方式の外形的
なチェックを受けられます

法務局に預けた場合、紛失等の
おそれがなくなります

法務局に預けた場合、関係相続人等に遺言
書保管の事実を通知することができます

安心
安全
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�法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度とは！
　自筆証書遺言書を法務局（遺言書保管所）で預かり、長期間適正に保管する制度です。遺言者が
お亡くなりになった後は、相続人等は遺言書の証明書の交付などを受けることができます。

◉保管申請の手続は？？
· 遺言者ご自身で遺言書を作成し、管轄の法

務局に予約をして、直接本人が申請します。
· 申請書と添付書類のほか、マイナンバー

カードなどの本人確認書類が必要です。
· 遺言者死亡時に、遺言書が法務局に保管さ

れていることを通知する方を、最大3名まで
指定することができます。

◉手数料　※1通あたりにかかる手数料

◉相続開始後は？？
· 相続人等は遺言書の証明書の交付や、遺言書

の内容の閲覧を全国の法務局（遺言書保管
所）に請求できます。

· 遺言者が希望した場合、遺言者が指定した方
に遺言書を保管していることを法務局から
通知します。

· 相続人等の一人が遺言書の証明書を取得した
り、閲覧をすると、遺言書を保管していること
を法務局から他の相続人等に通知します。

· 法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所で
の検認が不要です。

自筆証書遺言書保管制度の
詳細は法務省HPのＱＲコー
ドから！手続には予約が必
要です。

法務局◉制度の概要

遺言者

他の相続人

相続人

遺
言
書 予約・申請

法務局
（遺言書保管所）

原本保管 画像データ化

死亡後

通知

遺言書の証明書

検認
不要

遺言書の保管の申請 3,900円

遺言書の閲覧の請求 1,400円（モニターでの閲覧）
1,700円（原本での閲覧）

遺言書情報証明書の交付請求 1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 800円

法務局では遺言書の外形的な審査を行います。た
だし、遺言書の内容に関するご質問・ご相談に応
じることはできません。
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自筆で遺言を書くときのルールは４つだけ！！
①本文の内容
②作成日付
③作成者氏名
④作成者の印鑑を自分で押す

これらを全部自筆で書く！

�一番簡単な遺言書を自筆で書いてみよう！
　全ての財産を妻にのこす遺言書の例

�自筆で書いてみたら、法務局に預けてみよう！
　「違う内容の遺言を書きたい」「法務局への預け方を相談したい」という場合は、お近くの司法書
士へお問い合わせください!（28ページ参照）

【注意】
①西暦または和暦で、日にちまで必ず書くこと（×吉日）
②戸籍に記載されている名前を書くこと（×あだ名やペンネーム）
③印鑑は認印でも実印でも可（×スタンプ印）
④鉛筆や消えるボールペンは不可

全ての財産は、
妻○○○○に相続させる。

令和〇年〇月〇日
兵庫県○○市○○町〇番〇号
� 司法太郎　㊞

遺言書

お近くの司法書士会一覧はこちら
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余白5ミリメートル以上

余白10ミリメートル以上

余
白
5
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

余
白
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

≪法務局に預ける遺言書の用紙には、次のルールがあります。≫

①用紙は、A4サイズで、文字の判読を妨げるような地
紋、彩色等のないものを使ってください。

②このページのような余白を必ず確保してください。
③ページ数や変更・追加の記載を含めて、余白部分に
は何も記載しないでください。

④各ページにページ番号を記載してください。
　（1枚のときも１/１と記載してください。）
⑤片面のみを使用し、裏面には何も記載しないでくだ
さい。

⑥数枚にわたるときであっても、とじ合わせないでく
ださい。

法務局への預け方の詳細は、16ページをご覧ください。
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余白5ミリメートル以上

余白10ミリメートル以上

余
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ミ
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メ
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以
上

余
白
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

≪法務局に預ける遺言書の用紙には、次のルールがあります。≫

①用紙は、A4サイズで、文字の判読を妨げるような地
紋、彩色等のないものを使ってください。

②このページのような余白を必ず確保してください。
③ページ数や変更・追加の記載を含めて、余白部分に
は何も記載しないでください。

④各ページにページ番号を記載してください。
　（1枚のときも１/１と記載してください。）
⑤片面のみを使用し、裏面には何も記載しないでくだ
さい。

⑥数枚にわたるときであっても、とじ合わせないでく
ださい。

法務局への預け方の詳細は、16ページをご覧ください。

相続順位 法定相続人と法定相続分

第１順位
子どもがいる場合

配偶者

1/2
子ども

1/2
※人数で分割

第２順位
子供がいなく、
親がいる場合

配偶者

2/3
親

1/3
※人数で分割

第３順位
子供と親が共にいなく、
兄弟姉妹が
いる場合

配偶者

3/4
兄弟姉妹

1/4
※人数で分割

「家系図」（6ページ）にあなたの相続人となる人に印をつけましょう。

メモ

◦ 配偶者は常に相続人となります。
◦ 配偶者がいない場合は、上記の相続順位に従って相続します。
◦  相続人となる子や兄弟姉妹が死亡している場合は、その子（被相続人にとっての孫やお

い・めい）が相続人となります（「代襲相続」）。

�わたしの相続人になるのは誰だろう？
　家系図と相続人の範囲は同じではありません。相続人の範囲は法律で決められています。
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必要書類の詳細は
法務局HPのQRコードから

✿相続登記に必要な書類は？

必要書類 取得先

被相続人
（亡くなった方）の

出生から亡くなるまでの戸除籍謄本
※ ｢法定相続情報証明｣を提出すれば、戸

除籍謄本は不要（21～22ページ参照）
被相続人の本籍地の

市区町村役場

住民票の除票 被相続人の最後の住所地の
市区町村役場

相続人全員の

現在の戸籍謄抄本
（戸籍記録事項証明書）

各相続人の本籍地の
市区町村役場

住民票の写し
(本籍地の記載のあるもの)

各相続人の住所地の
市区町村役場

遺産分割した場合
(相続人全員で

話合いをする場合)

相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の
市区町村役場

遺産分割協議書 ー

遺言書が
ある場合

公正証書
遺言書 公正証書遺言書の正本又は謄本

伊丹公証役場
☎ 072-772-4646

阪神公証役場
☎ 06-4961-6671

自筆証書
遺言書

（自宅で保管する場合）
自筆証書遺言書及び家庭裁判所の
検認証明書

検認手続を実施した
家庭裁判所

（ 神戸家庭裁判所伊丹支部で手続
きをした場合は神戸家庭裁判所
伊丹支部）

（法務局に預ける場合）
遺言書情報証明書
※ ｢自筆証書遺言書保管制度｣を利用した

場合（16ページ参照）

法務局
（28ページ参照）
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�法定相続情報証明制度とは？
　法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局（登記所）に戸籍謄本等の必要書類を提出し、登記
官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを一覧にして証明する制度です。

�制度の利用で相続手続が簡単に！！
　法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができます。そのため、各種相続
手続をするに当たって、従来のように、戸除籍謄本等の束を複数用意したり、繰り返し提出するこ
となく、複数の提出先に同時並行で手続することが可能です。

こんな手続に
利用できる！
・預貯金の払戻し
・相続税の申告
・相続登記
・各種名義変更
・遺族年金、
　未支給年金、
　死亡一時金等の
　請求など

◉制度を利用しない場合

◉制度を利用した場合

相続人

相続人

戸籍書類
一式

法定相続情報一覧図の写し

銀　行

税務署

法務局

銀　行

税務署

法務局

提　出

返　却

提　出

返　却

提　出

提　出

提　出

提　出

返　却

何度も提出し直さなくて
いいから手間がかからない!!

❹ 法定相続情報証明制度～相続手続が簡単に！！～
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�無料で利用できます！！

　相続人が法務局に、以下の必要書類を申出書に添付して、申出します。
　登記官が内容を確認後、法定相続情報一覧図（法定相続人が誰であるのかを一覧にしたもの）に
認証文を付した写しを無料で必要通数交付します。
　法定相続情報一覧図の保管期間中（5年間）は、再交付を受けることができます。

※別途必要書類がある場合があります。 法定相続情報一覧図（記載例）

必要書類 取得先

被相続人の

出生から亡くなる
までの戸除籍謄本

被相続人の本籍地の
市区町村役場

住民票の除票 被相続人の最後の
住所地の市区町村役場

相続人
全員の

現在の戸籍謄抄本
（ 戸 籍 記 録 事 項 証

明書）
各相続人の本籍地の
市区町村役場

申出人の
氏名・住所を確認
することができる
公的書類

ー

法定相続情報
一覧図（右図） ー

法務局

相続人 法務局 登記官

申出 確認 交付
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�成年後見制度とは？
　成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判
断能力の不十分な方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、
本人を法律的に支援する制度のことです。

�法定後見制度とは？ 任意後見制度とは？
　成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情
に応じて、家庭裁判所が適切な成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）を選任し、選任された
成年後見人等については、東京法務局で成年後見の登記（24ページ参照）がされます。

　一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態に
なった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に自分の生活や療養看護、財
産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。

◉法定後見制度
　既に判断能力が不十分な場合
◦ 後見　 判断能力が欠けているのが通常

の状態
◦ 保佐　 判断能力が著しく不十分
◦ 補助　 判断能力が不十分

◉任意後見制度
　将来、判断能力が不十分になったときに
備える場合
◦  判断能力があるうちに、任意後見人を選

んでおく

❺ 知れば安心　あなたを支える制度

家庭裁判所に申立て 公正証書で契約
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申立手数料 800円（注1）
登記手数料 2,600円

その他
連絡用の郵便切手(注2)、鑑定
料(注3)、添付書類(注4)の取得
に必要な費用など

公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円

法務局に納付する印紙代 2,600円

川西市にお住まいの方の法定成年後見、保佐、補助の各事件の受付及び手続の案内は
神戸家庭裁判所伊丹支部　☎072-779-3074

登記されていないことの
証明書の交付請求

家庭裁判所
法定後見（後見・保佐・補助）の
開始の審判、任意後見監督人
の選任の審判 東京法務局以外の

法務局・地方法務局（戸籍課）

本人・成年後見人等・任意
後見人・本人の配偶者・四親
等内の親族など（※）の方

法定後見・任意後見を受けて
いない方及びその配偶者・四
親等内の親族などの方

※このほか、保佐人・補助人・成年後見監督人・
保佐監督人・補助監督人・任意後見受任者・
任意後見監督人など

東京法務局

法定後見の登記
任意後見の登記

公証人
任意後見契約の公正証書を
作成

登記の
嘱託

登記
の
嘱託

登記事項の証明書の交付請求

川西市にお住まいの方の成年後見制度に関する相談は
川西市成年後見支援センター“かけはし”　☎072-764-6110
司法書士による成年後見相談（毎月第3水曜日13：00〜16：00）要予約

(注1)  保佐人や補助人に代理権の付与や同意権に関わる事
項を追加する場合、申立てごとに別途800円が必要
になります。

(注2) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
(注3)  本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため

に、医師による鑑定を行う場合があります。鑑定料は
ほとんどの場合、10万円以下となっています。

(注4)  申立てには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書など
の書類が必要であり、これらを入手するための費用
も別途かかります（必要書類については申立てをさ
れる家庭裁判所にご確認ください。）。

(※) このほか、本人らに交付する正本等の証書代や、登記
嘱託書郵送用の切手代、任意後見監督人選任の申立て
費用等が必要になります。なお、公正証書に関するお
問い合わせは、公証役場（20ページ参照）にお願いし
ます。

�成年後見制度の利用に必要な費用は？
◉法定後見制度

◉任意後見制度

�成年後見登記って？
　成年後見登記は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを家庭裁判所、公証役場から
の手続（申請嘱託）により、東京法務局後見登録課で登記（登録）するものです。
　この登記によって、登記事項を証明した登記事項証明書（登記事項の証明書・登記されていない
ことの証明書）の交付を受けることができ、この証明書によって、自分が後見人であるという事実
や、反対に、ある人にまだ後見人がついていない事実などを証明することができます。

わたしのエンディングノート2424

第
１
部　

作
成
し
て
み
よ
う

第
２
部　

わ
た
し
の
財
産

第
３
部　

相
談
し
よ
う



成年後見制度の詳細は、
法務局HPのQRコードから
ご覧ください

利益を渡す

指示・監督

委託者
（財産を託す人）

受託者
（財産を預かる人）

信託財産
（不動産・預金など）

例）娘

例）父

受益者
（財産の利益を得る人）

例）父信託契約

管理・処分

�登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を取るには？
◉必要書類
□ 申請書（最寄りの法務局または法務省のHPから

お取り寄せください。）
□本人確認書類（免許証・保険証など）
□委任状（委任による代理人からの請求の場合）
□戸籍謄抄本・住民票（親族からの請求の場合）

◉手数料
◦登記事項の証明書　1通につき550円
◦登記されてないことの証明書

1通につき300円

◉請求先
◦窓口
　・東京法務局民事行政部後見登録課
　・ 全国の法務局・地方法務局戸籍課（28

ページ参照）
◦郵送

〒102-8226
　東京都千代田区九段南1-1-15
　九段第2合同庁舎
　東京法務局民事行政部後見登録課
※ 郵送での請求は東京法務局のみでの取

扱いになります

�家族信託とは？
　家族信託とは、自分の財産（不動産・預貯金・有価証券等）を、信頼できる家族や相手に託し、特定
の人のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。
　認知症などにより判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟
に活用することができます。
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◉居住用不動産贈与等の優遇措置ってどんな制度？
　令和2年7月1日以降、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈や贈与がされ
た場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

遺産

預貯金 1500万円

生前贈与分を除き、
預貯金3000万円分
を分割

預貯金 1500万円

生前贈与
自宅 2000万円

どう変わったの？ 住む場所だけでなく
生活費もあって安心 妻

子

　従来、生前贈与があった場合、財産の
先渡しがあったものとして、生前贈与分
を含めて遺産分割を行うこととしていま
した。
　改正後は生前贈与分を除いて遺産分
割を行うことができるようになり、配偶
者は、より多くの財産を取得することが
できるようになりました。

改正後

自宅
2000万円

預貯金
3000万円

詳しくは、伊丹税務署（☎0570-00-5901）にお問い合わせください。

�配偶者居住権と居住用不動産贈与の優遇措置って？
◉配偶者居住権ってどんな制度？
　令和2年4月1日の民法改正によって、配偶者居住権が創設されました。これによって、配偶者が
相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、遺産分割や遺言書の記載に基づき配偶
者居住権を取得すれば、終身又は一定期間、被相続人所有の建物に無償で居住することができる
ようになりました。

被相続人の財産
不動産

2000万円
預貯金

2000万円

※配偶者居住権の権利を第三者に対抗（主張）
　するためには、不動産登記手続が必要です！

◉今までは・・・

住む場所はあるけど、
生活費が不足しそうで心配

住む場所もあって、
生活費もあるので、生活が安心

◉令和2年4月から

不動産
2000万円 配偶者居住権

５00万円
負担付き所有権
1500万円

預貯金
2000万円

預貯金1500万円 預貯金500万円

妻 子

妻 子
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司法書士に聞いてみよう！

専門家に相談してみましょう
第３部　相談しよう

遺言書を作成したい 自筆証書遺言書保管申請書の作成、
公正証書遺言作成の支援

土地、物の名義を変えたい 相続登記の申請

法定相続人の証明を受けたい 法定相続情報一覧図の申出

相続したくない 相続放棄申述書の作成

未成年者とその親権者が
ともに相続人になるときは？ 特別代理人選任申立書の作成

相続人に認知症の方がいる 成年後見等開始申立書の作成

行方不明の相続人がいる 不在者財産管理人選任申立書の作成、
失踪宣告申立書の作成

相続人間で話し合いがまとまらない 遺産分割調停申立書の作成

遺産の引継ぎ方法が分からない 遺産（整理）承継業務

不動産登記 売買や贈与による名義変更、ローン完済に
よる担保抹消、住所氏名の変更

会社や各種法人の登記 設立、役員変更、本店移転や目的変更

裁判書類作成業務 破産申立書作成等債務整理、訴状等の作成

簡易裁判所訴訟代理等関係業務
（ 訴額・紛争の目的の価額が140万円を

超えない民事事件に限る）
売掛金や貸金の請求

後見業務 申立書類の作成、
後見人や任意後見人への就任

�「相続」に関して、司法書士がお役に立ちます。司法書士にご相談ください！

�司法書士はこんなこともできます！
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�兵庫県内司法書士無料相談会場

�法務局のお問合せ先
　相続登記や、自筆証書遺言書保管制度、法定相続情報一覧図の申出、成年後見に関する証明書の
交付など、ご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお問い合わせください。

所在地 各会場

神戸市
兵庫県司法書士会館

神戸市西区文化センター

尼崎市 阪急塚口駅南さんさんタウン2番館
4階大集会室

西宮市 ACTA西宮西館　5階学習室

宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル

相続登記・
法定相続情報証明

自筆証書遺言書
保管制度 成年後見制度 所在

神戸地方法務局 ○
（不動産登記部門）

○
（供託課）

○（戸籍課）
証明書交付事務のみ

〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1
☎︎ 078-392-1821(代表)

神戸地方法務局
尼崎支局 ○ ○ ー 〒660-0892 尼崎市東難波町4丁目18-36

☎︎ 06-6482-7401

神戸地方法務局
西宮支局 ○ ○ ー 〒662-0942 西宮市浜町7-35

☎︎ 0798-26-0061

神戸地方法務局
伊丹支局 ○ ○ ー 〒664-0881 伊丹市昆陽１丁目1-12

☎︎ 072-779-3451

所在地 各会場

伊丹市 伊丹市立文化会館（東リいたみホール）
5階

川西市 川西市商工会館　3階

猪名川町 日生中央タンモトセンタービル3階

三田市 JR三田駅前1番館
（キッピーモール）　6階

　上記のほか、電話相談や女性専用の電話相談「なのはな相談センターひょうご（女性司法書
士が対応）」も実施しています。
※ 無料相談の開催日は、会場により異なります。また、会場は、変更・休止・廃止の場合がありますので、

最新の情報や実施日等の詳細は、兵庫県司法書士会ホームページでご確認ください。

《相談会についてのお問合せ》
兵庫県司法書士会総合相談センター ☎078-341-2755（平日午前9時から午後5時）

《兵庫県司法書士会ホームページ》
https：//www.shihohyo.or.jp/soudankai/

◉お近くの司法書士を探したいときは　https：//www.shihohyo.or.jp/search/
会員検索▶

無料相談会場を探す▶
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月～金（祝日除く） 午前9時～正午/午後0時45分～4時

Supplement Supplement

ネットで
1日10万円稼げるという
サイトに登録料を
払ってやってみたが、
全然もうからない。

スマホでお試しを
購入したつもりが
何回も商品が届く。
高額な定期コースに
なっていた。

パソコンで
アダルトサイトを
見ていたら突然、
｢登録完了｡9万円払え｣
という画面が出た。

賃貸アパートを
退去した。
修理代を請求
された。

｢無料で点検する｣と
訪問した業者と
排水管、床下、屋根などの
高額な工事を契約をした。

川西市 消費生活センターへご相談ください！

困ったときは

川西市 消費生活センター （市役所2階①番窓口）

☎072-740-1167
インターネット

相談受付

ほかにも、「消費者金融の返済が難しい」「製品から突然煙が出た」
「クリーニングから戻った衣服が変色していた」などのご相談も受付けています。

｢どんなものでも買い取る」
と電話があり、家に来てもらったら
売るつもりのなかった貴金属を
買い取られた。

 ※土・日・祝日は消費者ホットライン　 （局番なし）☎188

株式会社サイネックス
〒543-0001  大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3333(大代表)

株式会社サイネックス  大阪支店
〒543-0001  大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3350

※掲載している広告は、令和７年３月現在の情報です。

制 作・発 行

広 告 販 売

掲載されている広告内容については（株）サイネックスにお尋ねください。なお、内容や広告主については、川西市が推薦する
ものではありません。消費生活に関する相談は消費生活センター（上記)へ。

川西市

編 集 協 力

無断で複写、転載することはご遠慮ください。
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